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東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所第５号機の燃料集合体ウォータ・ロ

ッドの曲がりについて（指示） 
 
原子力規制委員会（以下「当委員会」という。）は、平成２４年１０月１６日に東京電力

株式会社から東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所第５号機（以下「５号機」という。）

使用済燃料プールに貯蔵されている燃料集合体２体のウォータ・ロッドに曲がりが確認さ

れた旨、連絡を受けたところです。 
本事象による外部への放射性物質の影響は確認されていないものの、これまでに例のな

い事象であることから、下記の対応を実施することを求めます。 
 

記 
 
１．５号機にて確認された２体の燃料集合体のウォータ・ロッドの曲がり及び燃料集合体

のその他の構成要素についての状況を把握し、その原因を究明するための調査の方針及

び具体的な調査計画を策定し、平成２４年１０月２６日までに当委員会に報告すること。 
２．その際、併せて、曲がりが確認された２体の燃料集合体の履歴とそれまでに把握した

曲がりの詳細状況及び５号機におけるその他の燃料集合体の点検状況についても、平成

２４年１０月２６日までに報告すること。 
３．１．で策定した計画に基づき曲がりの状況把握及び原因究明を行い、その結果につい

て速やかに当委員会に報告すること。 
 
 

以上 


